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柴田町条例第９号 
 
   新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減

免に関する条例の一部を改正する条例 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に

関する条例（令和２年柴田町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

 （介護保険料の減免） 

第２条 第１号被保険者（介護保険法（平成９

年法律第１２３号）第９条第１号に規定する

被保険者をいう。以下同じ。）が、感染症の

影響により次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、令和４年度分の介護保険

料（令和５年４月１日から令和６年３月３１

日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の

場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払

日）が設定されている介護保険料）につい

て、当該区分に応じた減免の割合を乗じて得

た額を当該介護保険料から減免する。 

 

（１）～（２） （略） 

２ （略） 

 

 （介護保険料の減免） 

第２条 第１号被保険者（介護保険法（平成９

年法律第１２３号）第９条第１号に規定する

被保険者をいう。以下同じ。）が、感染症の

影響により次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、令和３年度分及び令和４

年度分の介護保険料（令和４年４月１日から

令和５年３月３１日までの間に普通徴収の納

期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対

象年金給付の支払日）が設定されている介護

保険料）について、当該区分に応じた減免の

割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減

免する。 

（１）～（２） （略） 

２ （略） 
 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和５年４月１日から

適用する。 

 

 

 


